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令和７年度第１回調布市スポーツ推進審議会議事録（要旨） 

 

                     日 時 令和７年８月２５日（月） 

午後６時３０分 

会 場 調布市教育会館３階  

研修室３０１ 

 

○スポーツ振興課長   

 それでは，令和７年度第１回調布市スポーツ推進審議会を開催いたします。 

 本日の開催に当たり，委員の皆様，９人中５人の方が出席されていることから，調布市

スポーツ審議会条例第７条の規定によりまして，本審議会が成立することを御報告いたし

ます。 

 それでは，ここからの議事進行を会長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいた

します。 

○会長  改めまして，こんばんは。 

 この後，日本で大きな世界的な大会が２つ，デフリンピックと世界陸上が東京を中心に

開催される。またいろんなところでスポーツに対する関心が高まるかと思います。本日，

議題が５つあるようですので，進めていきたいと思います。 

 まず傍聴者の方はいらっしゃいますか。 

○事務局  本日ですが，傍聴者はいらっしゃいません。 

○会長  では，続けていきたいと思います。 

 議題に入る前に，配付資料の確認を事務局，よろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは，配付資料につきまして説明させていただきます。 

 今回，資料が大変多くなっておりますので，次第の一番下に書いてあります資料目録に

沿って一緒に御確認していただけたらと思います。 

 まず１つ目が次第を１枚めくっていただきまして，調布市スポーツ推進審議会委員名簿

ということで，Ａ４カラーが１枚になってございます。続きまして，調布市民西調布体育

館機能移転に関する基本構想（概要版）ということで，Ａ３カラーで三つ折りの資料でご

ざいます。続きまして，「調布市民プールのあり方検討委員会第１回資料」ということで，

こちらもＡ４のカラー，２か所ホチキス留めがされている資料になります。 



 

- 2 - 

 

 続いて，ホチキスで３つ資料を留めてございます。ＦＣ東京との包括連携協定の締結と

いうホームページの資料でございます。続きまして，「ＦＣ東京と連携した調布基地跡地

留保地の活用」について，市ホームページを印刷したものでございます。３つ目が「調布

基地跡地留保地の活用による施設整備に関する基本的な考え方」というホチキス留めの資

料でございます。こちらはＡ４カラーで印刷されているものです。 

 その次，令和７年８月22日金曜日に行われました「第５回調布市立中学校部活動地域連

携・地域移行に係る検討委員会」と書かれた資料，Ａ４モノクロ印刷のものでございます。

続いて「デフリンピックに向けた取組について」Ａ４カラーの両面印刷のものです。 

 最後，その他の資料ということで２種類御用意してございます。「調布市応援アスリー

ト追加認定者について（令和８年８月現在）」というＡ４カラー印刷のものと「とうきょ

うの地域教育」というパンフレットの資料が御用意した資料になってございます。何か不

足等はございますでしょうか。 

 それでは，配付資料の確認を終わります。 

○会長  ありがとうございました。では皆さん，手元にあるということですので，審議

のほうに入っていきたいと思います。 

 では，次第が置いてあるかと思いますけれども，今日，大きな議題が５つあります。上

の(1)，(2)，(3)がどちらかというとハード面，施設に関する議題ということで，まず一

括してそちらのほうの説明を受けて，それに対する質疑を行いたいと思います。 

 ２つ目が(4)，(5)，どちらかというと施策，ソフト面になりますので，そちらをまとめ

て説明していただいた後，審議に入りたいと思います。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では，事務局から(1)，(2)，(3)について説明等よろしくお願いいたします。 

○事務局  それでは，私から，まず(1)から御説明させていただきますが，その前に本

審議会について，直近の開催は令和７年２月に開催しました。なので，前回開催してから

約半年という流れの中で，我々スポーツ部門において様々な内容の事業，またいろいろな

ところと連携した事業というのを行ってきました。この審議会において，こうした場で定

期的に御報告させていただきながら，その場で御意見をいただいて，スポーツ施策に反映

させていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 まず，それでは，西調布体育館の機能移転に関する基本構想という資料を御覧ください。

こちらは以前の審議会で御報告させていただいている案件になります。 
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 西調布体育館の機能移転については，中央自動車道の調布高架橋というのがありまして，

そこが所管しているＮＥＸＣＯ中日本による耐震補強工事の対象となっております。その

耐震補強工事の関係で，高架橋の下に設置している公共施設については撤去，移転などの

影響が生じる見込みとなっております。 

 西調布体育館については，加盟団体の皆様，また一般の市民の皆さんが継続的に活動さ

れているという状況の中で，市としては利用されている方の継続的な活動機会を確保する

ために，代替施設を整備して機能移転を図るような検討を続けてまいりました。 

 その検討については，この資料でいうと，２の現況の下にステップが３つあるのですけ

れども，今ある西調布体育館を周辺の公共用地に移転できないかという検討を続けてまい

りました。その中で，調布中学校の敷地活用に優位性があったという中で，調布中学校の

敷地内に移転する。かつ学校の敷地内に移転するということなので，生徒の学習環境の向

上にも寄与するような整備を検討してまいりました。 

 その結果として，調布中の敷地内にスポーツ施設である体育館と，学校施設であるプー

ルの複合施設を整備するという方針となりました。 

 そういった方針を踏まえて，どういう機能，役割を持った施設にすればいいか。また，

良好なスポーツ環境，教育環境づくりにつながるような施設整備における基本的な考え方

をまとめるために基本構想を策定しました。 

 右側に基本構想の概要がございます。基本コンセプトとしては，「生涯にわたって誰も

が気軽に健康・体力づくりに親しむことができ，豊かな学びを促進する，地域と学校のス

ポーツ活動の拠点」ということになっております。その下に基本方針が７点あるという内

容でございます。 

 学校の中にスポーツ施設と学校施設の複合施設が形成されるということで，調布市内に

おいては，こういった形での整備というのは初めてだと思います。学校施設で開放してい

るという事例はあるのですけれども，スポーツ施設としての体育館と学校施設としてのプ

ールがあるというのは初めてという中で，子どもたちの安全・安心の確保に配慮しながら，

地域にとって有意義な施設にするべく，こうした考え方をまとめてまいりました。 

 まずは基本構想ということで，施設整備の大きな考え方の整理でございます。今後，施

設の中で，具体的にどこに建設しますとか，どういったゾーニングにしますとか，その辺

はこの下の事業スケジュールにございます基本計画で整理していく予定でございます。 

 また，本事業については，民間活力の導入ということも併せて検討しておりまして，そ
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うした方向についても，ここに書いてあるとおり令和７年度，８年度で方向性を定め，準

備してまいりたいと考えております。設計・建設はここに線を引いてあるとおりですけれ

ども，おおむね11年度の供用開始を目指すとしております。 

 一方で，基本構想をつくり始めたときから少し状況が変わっておりまして，ＮＥＸＣＯ

中日本の工事について，当初の予定から大幅に後ろにずれる形となっております。本日時

点においては，令和12年度末までは，この高架橋の下の施設が使えるということで情報を

聞いております。ですので，施設整備が順調にいけば，使えない期間というのがない状況

で，利用者が活動を継続できるというような状況になると考えております。 

 また今後，西調布体育館の機能移転に関する取組について進捗があれば，御報告させて

いただきますので，よろしくお願いします。 

 (1)の説明は以上です。 

○事務局  続きまして，(2)調布市民プールのあり方に関する検討の状況についてとい

うことで，Ａ４縦のカラーの資料をお手元に御用意いただけますでしょうか。 

 先ほど，前回のスポーツ推進審議会が開催された際に，市民プールの劣化度状況調査の

お話を差し上げたというところで，その劣化度状況調査の結果を踏まえて，令和７年度以

降，当面の間中止としております調布市民プールについて今後の在り方について検討する

ということで，今年度，検討委員会を設置して多角的な視点から具体的な方向性を整理す

るということで，あり方検討を行ってきました。 

 本日は第１回のあり方検討委員会の概要や，市民プールの今後の方向性，進捗状況等に

ついてお話しさせていただければと思っております。 

 まず，あり方検討委員会の資料をめくっていただいて，目次を御覧になってください。

お手元，参考資料としてお配りしておりますが，この第１回あり方検討においては，調布

市民プールを取り巻く現状の認識ですとか今後の進め方を議題といたしまして，検討委員

会を行いました。市民プールの現状や課題などを掲載している，この資料の概要について

触れさせていただければと思います。 

 資料の中身でありますけれども，全国的に1970年代に整備された屋外プールは，利用者

の減少ですとか，昨今の異常気象の影響によって閉鎖されるケースが増えている。 

 その一方で，健康志向から屋内プールのニーズが高まっているという状況があり，調布

市においては，市民プールはについて，竣工して以来，老朽化が進んでおり，劣化度状況

調査においても全面的な改修が必要であるという診断をされました。利用者数についても，



 

- 5 - 

 

徐々に減少傾向にあるというような推移をたどっております。 

 市の関連計画といたしまして，公共施設マネジメント計画ですとか，スポーツ推進計画

がありますけれども，その中においても，スポーツ施設全体の効率的な維持管理ですとか

再配置の検討というのが掲げられておりまして，市民プールがその対象となっていると。

そういった内容について検討委員会で課題の認識ということで，お話をさせていただいて

おります。 

 今後の進め方として，目次でいきますと，４番と５番になるのですが，市民，学校に対

してアンケートとか，関係団体，事業者ヒアリングを通じて，ニーズを把握して，それら

を踏まえて最適な在り方を年末までに基本方針として取りまとめていく予定とし，検討委

員会を進めてまいりました。 

 アンケート調査について，在り方の検討を進めるに当たりまして，調布市における公営

プールに対する市民のニーズですとか利用実態を把握して，今後の検討の基礎資料とする

ことを目的に実施いたしました。 

 内容でありますけれども，無作為抽出をした16歳以上の市民約3,000名を対象として，

市内の公営プールの認知度，直近の３年程度の期間におけるプール施設の利用状況や利用

目的，プールの役割として期待することのほか，回答者の基本属性として年齢ですとか居

住地域などについても確認をいたしました。 

 また，市民へのアンケート調査と並行して，市立の小・中学校の児童・生徒に対するア

ンケート調査や，市のスポーツ関係団体へのヒアリング調査も行いました。 

 このアンケート調査の結果及びヒアリングの結果につきましては，明日開催を予定して

おります第２回の検討委員会にて報告する予定であります。 

 また，あり方検討以外の取組といたしまして，市民プールの中止に伴う夏季期間中にお

ける子どもたちの遊泳環境の確保ということで，市内在住，在学の小・中学生を対象とし

て，公営プールの無料利用チケットの配付事業を行いました。 

 あわせて，市内外の公営プールですとか水遊び場など，それらの情報をまとめた調布市

プール・水遊びマップを作成して，市立の小・中学校の児童・生徒に配付したほか，市報

ですとか市ホームページ等で周知をしているところであります。 

 今後の予定につきましては，ニーズ調査などの結果を参考として，市民の利便性，利用

者ニーズ，費用対効果などから比較検討を行っていって，パブリックコメント手続などを

経て，現在，あり方検討の中で検討している考え方を基本方針として取りまとめて，次年
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度以降の取組につなげていきたいと考えているところであります。 

 (2)の説明については以上です。 

○スポーツ振興課長  では，続きまして，(3)ＦＣ東京との包括連携協定の締結及び調

布基地跡地留保地の活用について御説明したいと思いますが，その前にこちらの調布基地

跡地留保地とはそもそも何かというお話と，これまでのスポーツ推進審議会とこちらの留

保地計画の関わりについて，私から簡単に御説明申し上げたいと思っております。 

 資料につきましては，こちらの「調布基地跡地留保地の活用による施設整備に関する基

本的な考え方」，冊子を御用意いただき，おめくりいただき，１ページを御覧いただきた

いと存じます。 

 まず，留保地の場所につきましては，こちらの１ページの図面のとおりでありますが，

味の素スタジアムの南東側で，土地の広さにつきましては約６ヘクタールございます。も

ともとは在日米軍から昭和51年に国のほうに返還された土地であり，現時点においても国

有地であり，所管は財務省であるということの状況が続いております。 

 こちらの留保地の利用をどのように計画していくかということにつきましては，平成20

年３月に市のほうで留保地の利用計画を策定した経緯がございます。利用計画につきまし

ては，防災・スポーツレクリエーション機能を有する公園としての活用を目指すというよ

うな方針になっております。要はスポーツレクリエーション機能を有する公園ということ

で，どういったスポーツ施設にしていくかということにつきまして，平成20年３月にスポ

ーツ施設再配置計画というのを策定している中で，この策定に当たって，市のほうで皆様

方に諮問をさせていただいて，答申をいただく中でできているものであります。 

 こちらのスポーツ施設再配置計画につきましては，目的としましては，当時，平成19年

から平成20年まで御検討いただいたという記録がございますが，そもそも市内に配置され

ているスポーツ施設の老朽化対策であったり，こちらの留保地，調布基地跡地を中心とし

た新たな施設整備の在り方について，当時のスポーツ推進審議会の委員の皆様に検討を行

っていただいたという経緯がございまして，最終的には平成20年３月にできましたスポー

ツ施設の再配置計画においては，６ヘクタールの留保地の活用につきまして，スポーツ施

設としては硬式野球場１面とテニスコートを配置するというような答申をいただいており

まして，それを留保地利用計画にも盛り込んでいるという経過がございます。 

 その後，硬式野球場については，当該地が飛行場滑走路の延長線上に位置することであ

りましたので，整備が困難ではないかという状況になりました。また，平成23年にスポー
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ツ施設の再配置計画について一部の見直しということで市のほうから諮問をさせていただ

いて，平成23年７月から平成24年２月まで御検討いただく中で，最終的には硬式野球場１

面というところから，サッカー場１面と多目的コート１面で，あとは変わらないのですけ

れども，テニスコートを整備するというような答申をいただいております。 

 平成24年２月に改定したスポーツ施設再配置計画に基づいて，現在の留保地計画がある

わけなのですけれども，この後，説明があるかと思うのですが，計画を市のほうが策定し

て，国から買い受ける予定ではあったのですが，様々な財政需要等が，あるいは社会経済

情勢の変化がございまして，土地の購入に関してなかなか予算立てができなかったという

経過で，こちらの利用計画が進捗しない状況が現在まで続いておりました。 

 前提の説明として，ここで終わらせていただきますが，その後，今ようやくその利用計

画が動き出すということで，その内容について御説明させていただきます。 

 それでは，お願いします。 

○事務局  引き続き，留保地の整備に関する取組についてということで御説明を差し上

げます。 

 まず大前提になってしまうのですが現時点においても，財務省と用地取得における協議

をしている最中でありまして，まだ現時点で確定したわけではないということだけ，この

場で共通認識として持っていただければと思っております。あくまでも用地を取得した後

の施設整備であるということで，よろしくお願いいたします。 

 ＦＣ東京のお話から軽く出来ればと思っているのですけれども，用地の利用の計画にお

いて，主には財政的な面でなかなか話が進まなかったというところで，このたびＦＣ東京

から練習施設について調布市に整備をしたいということと，この留保地の利用計画に沿っ

た施設の整備について提案がありました。 

 もう既に皆さん御存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども，８月10日にＦＣ東京

と鹿島アントラーズが味の素スタジアムで試合を行いました。その８月10日の試合であり

ますけれども，市制70周年記念Dayということで，70周年の冠マッチで試合を行いました。

その場において，ホームページの資料，包括連携協定の締結と留保地の活用に関する考え

方を公表いたしました。 

 まず，ＦＣ東京との市の関係性でありますけれども，平成11年からＦＣ東京とは連携を

重ねておりまして，青少年の健全育成ですとかスポーツ振興など，多岐にわたる事業を連

携しておりまして，こうした取組を重ねてきている中で，市とＦＣ東京というのは，強い
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パートナーシップを築いておりました。 

 今回のこの包括連携協定については，これまでのそういった実績を土台にして，地域振

興ですとか，まちの魅力向上に一層つなげていくということを目的としております。単発

的なそういった事業にとどまらないで，福祉，教育など幅広い分野での連携を協定に位置

づけて，市民生活に還元していくということが狙いであります。この包括連携協定の中に，

留保地の活用に関することということも位置づけておりまして，それに基づいて施設の整

備を行っていくという内容であります。 

 では，基本的な考え方に戻りますけれども，今後，施設整備を行うに当たりまして，基

本計画というものをつくって，設計・整備という流れになっていきますが，その基本計画

の前提となっているのが，この基本的な考え方であります。いわゆる指針というものかな

と考えております。 

 先ほど説明もありましたけれども，従来の留保地利用計画を基本として，防災・スポー

ツレクリエーション機能を備えた公園ということで，市民の皆さんに開かれた空間を目指

していくとしております。 

 資料のページでいきますと，８ページを御覧ください。今申し上げた留保地利用計画の

内容もそうですけれども，ポイントとしましては，留保地利用計画で整理したスポーツ施

設ですとか広場といった機能を確保すること，民間活力を取り入れて，市財政負担を抑え

つつ，効果的な事業推進を図ること，また，ＦＣ東京と市において，双方にメリットのあ

る形で施設整備を進めることというのがポイントとして挙げられます。 

 １ページおめくりいただきまして，９ページを御覧ください。今口頭で申し上げてきま

したけれども，基本的な考え方のうち施設計画としてのゾーニングイメージですとか施設

の配置イメージなどを図で示したものとなっております。 

 ９ページについては，公園施設のゾーニングとして示したものでありまして，先ほどか

ら繰り返しております留保地利用計画の策定過程で整理した考え方に関する機能を確保し

つつ，ＦＣ東京からの提案内容を踏まえて，ゾーニングについても調整していくというと

ころであります。 

 10ページ，右側につきましては，施設イメージでありますけれども，ざっくり北側にＦ

Ｃ東京の練習施設を配置して，市民も利用できるレクリエーションの場として活用するこ

とを想定しております。 

 赤い部分，南側については，市が運動施設ですとか防災備蓄倉庫を整備して，隣接して
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おります西町公園と一体的な利用などを考えております。この赤い部分については，市民

意見を丁寧に踏まえながら詳細な施設配置を検討していきます。 

 これらの施設配置でありますけれども，ＦＣ東京からの提案に基づく配置案でありまし

て，今後の市民参加の過程ですとか，計画策定の中で整理していく予定であります。 

 ページを飛ばしまして，12ページをお願いします。事業手法・概算事業費ということで，

民間活力の活用を前提として，市財政負担を軽減する視点を含めて，ＦＣ東京と現時点で

も協議を継続しているところでありますが，役割分担について精査していきます。 

 今後のスケジュールでありますが，６番の想定事業スケジュールということで，今年度，

令和７年度に市民参加手続を経て基本計画を策定し，その後，用地取得，設計・整備を進

めて，令和10年度の第１四半期には施設の供用開始を目指すということで考えております。

供用後もＦＣ東京と連携しながら市民に喜ばれる取組を展開してまいります。 

 以上がＦＣ東京との包括連携協定と留保地活用に関する基本的な考え方の説明でありま

す。 

○会長  疑問点とか御意見とかがありましたらお願いします。まず最初に説明がありま

した西調布体育館機能移転に関する基本構想，Ａ３，１枚を確認しながら御意見等をいた

だきたいと思います。右下の事業スケジュールのところに令和11年度までしかそこに書い

ていないけれども，現施設については，12年度までは使えるということが最新の情報。こ

のとおりいけば，ちょうどできました，では使えますよというところまで切れ目なく使え

るということです。では，Ａ委員，いかがでしょうか。 

○Ａ委員 本日を迎えるまでは，残り1年半の利用期間だと聞いておりましたので，利用

期間が随分延びたのだなという，ただ単純に喜んでいる状態でございます。ただ，12年末

まで使えるようになるというのが一般の方に知らされるのはいつぐらいになりますか。 

○事務局  ＮＥＸＣＯ中日本からは，公表していいということは言われていまして，

我々も基本構想の策定に係る検討委員会の中では御報告させていただきました。今後，特

にここを定期的に使っていらっしゃるスポーツ協会の加盟団体の皆様にいち早くお知らせ

するというのが大事かと思っております。幹事会等のタイミングがあるかと思いますので。 

○Ａ委員  ９月にあります。 

○事務局  そういったところで，スポーツ協会とも相談しながらしっかりお伝えしてい

きたいと思っております。 

○Ａ委員  分かりました。ありがとうございます。 
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○会長   

 私は西調布体育館機能移転に関する基本構想策定委員会の委員に入れていただいていま

したので，参加させていただいて意見を述べました。調布中学校の校長先生，ＰＴＡの会

長さんもここに入っていらしたのですけれども，子どもたちが学習活動している同時間帯

に市民の方が活用する。どうしても動線のこと，そういったことが心配。 

 それから右側，方針７のところに配置計画・ゾーニングというところがありますけれど

も，配置については，学校運営や植栽・記念樹等への影響。御存じのとおり，調布中学校

は正門を入って右側のほうですか，たくさんの木が植えてあると思うのですが，そこをや

たら切ることはできないだろうと。やはり環境保存ということも含めて，その辺のところ

を詳しく審議がされたと思っています。 

 ほかに委員の方々何か御質問とか御意見はございませんか。Ｂ委員などはいかがでしょ

うか。 

○Ｂ委員  今聞いただけの話だと，調和小で運用されているような形ではないというこ

とだけは理解ができたので，昼間から一般の方がその施設を利用する。調和小の場合は，

学校利用の時間帯はできていないので，そうではないのだということは理解しました。た

だ，それはそれで多分大変なのだろうなと理解しています。 

○会長  結局２階建ての建物で，１階がプール，２階が体育館。調布中の生徒さんがプ

ール活動で使うときには当然市民は使えない。授業の計画でプールがないとき，使わない

期間については，夜なども含めて市民にも開放する構想ですよね。体育館のほうは，純粋

に市民用の体育館ということで，どうしてもそこで動線が絡まないように。 

 あと，駐車場の問題とか，駐輪場の問題とか，そういったことが少し必要かなと考えて

います。慎重に検討すべきかと思います。 

○事務局  今の話の中で出てきましたけれども，配置の計画については，プールと体育

館という視点もさることながら，ここに書いていますが，調布中学校ではテニスコートも

プールの横にあって，そこと植栽とかの影響も踏まえながら，どういう位置にどういう仕

立ての建物を建てたらいいかというところは，専門事業者と共に検討を進めなければいけ

ないと思っていますので，その具体的な絵というのは，この後の基本計画で出てきて，少

し情報提供できたらと思っております。 

○会長  ほかはいかがですか。Ｃ委員。 

○Ｃ委員  新しい建物を建てるという感じなのですか。すみません，ちょっと学校を見
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ていないので，私も分からないので。 

○事務局  新しい建物を建てます。要は西調布体育館を移転させるというような考え方

ですので，そこに体育館機能と，あと学校のプール，今プールが屋外にあるのですけれど

も，なかなか学校のプールは暑さでできないという事情がある中で，屋内プールにするこ

とで，そういった暑さでできないという課題を克服するということを抱き合わせるような

複合施設を造るということがこの考え方になります。 

○Ｃ委員  学校の体育館は体育館であるということでしょうか。 

○会長  あります。 

○Ｃ委員  それとまた別にプールがあって，プールの上に建つという感じなのですか。 

○事務局 そうです。だから，学校の施設の中に地域の方が入ってきて，地域体育館があ

るという状況なので，そういった意味でセキュリティーをどう確保するかというのは，非

常に重要な論点になってくるということです。 

○会長  基本的に地図が頭に浮かぶ方は，校門を入って右側のほうに植栽があり，その

右側にプールがあって，さらに一番右側にテニスコートが６面あるのですけれども，構想

としては，そのプールの上に西調布体育館が飛んでいって上にぼんと乗っかると。でも，

そんなにすっきりとはいかないのでしょうけれども，あまり木は切らないようにしましょ

うということが原則としては残っているようです。 

 Ｄ委員は，調布中には行かれていたことがありますよね。 

○Ｄ委員  あります。 

○会長  イメージとか何か浮かぶものはありますか。 

○Ｄ委員  やはり調布中は木がすごく植えられていて，自然が豊かでというような印象

がありますので，そういうところは残しながらというのはとてもいいなと思いました。今，

学校施設とかも地域が使えるような形でという動きが全国的にもありますので，そういう

点では，地域の方が学校で勉強している生徒の横で活動しているというのも，とてもこれ

からの考え方としてはいいなと思って聞いておりました。 

○会長  ありがとうございます。その事業スケジュールのところに基本構想がほぼ固ま

って，この後，基本計画が練られて設計というような流れになっていきます。また，この

審議会のほうでも，その進捗状況等については報告があるかと思いますので，また何かそ

こで意見があれば出していただくと。取りあえず１回ここで切りますけれども，これにつ

いてはよろしいですか。 
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     （「なし」の声あり） 

 では，続きまして，市民プールのあり方委員会のほうの資料，いかがでしょうか。何か

気になるような言葉とか，ありますでしょうか。 

○事務局  先ほど説明させていただきました内容とかぶるかもしれないのですけれども，

一番最後の27ページに今年度の審議の見通しもございます。第２回が明日ということで，

今後，３回目を開催してパブリックコメントなどをやって，12月頃にはある程度の方向性

を出していきたいと考えております。 

○会長  このアンケートの結果が委員会で発表されるということですので，またこれは

ホームページ等に出る可能性はありますか。 

○事務局  委員会自体も公開で行っておりまして，そこの議事録と資料も後日ですけれ

ども，ホームページで公表させていただきます。 

○会長  何か気になるようなことがありましたら，そちらのほうで確認していただけれ

ばと思います。 

 今は確かにいろいろなところで学校プールが閉鎖されたり，民間に委託されたりという

ような動きがありますけれども，Ｄ委員，今，三中の子どもさんたちも授業でプールを使

っている，１学期使っていたと思いますが，子どもたちの様子を見ていて何か気になるよ

うなことはありますか。 

○Ｄ委員  やはり施設が老朽化しているということと，あとはやはり暑さでやけどしそ

うなプールサイドとか，あと本当は熱中症予防としてテントみたいなものがあると，上が

ったときや見学者の対応ができるのですが，そういう面では，予算もかかることなのです

けれども，早急にそういうのを整えていかないとということでは話しています。 

○会長  今年もどっかの学校でプールサイドでやけどしたというのがありました。そう

いうのが毎年のように出ていますけれども。 

 武蔵野の森のプールは，優先的に使えるということではないのですね。 

○事務局  都立施設ということで，基本的には都民に開放するという前提ですので，調

布市はお膝元にありながらも優先ではないと。ただ，先ほど少し説明しましたが，市民プ

ールが今年度できないという中で，子どもたちがここで遊ぶ，遊泳するという機会を我々

としては確保するというのは重要だと思っている中で，公営プールの無料チケットという

のを配付しました。その中には，京王アリーナＴＯＫＹＯとか，今のプールの利用券とい

うのも入っておりまして，今，月ごとに実績を出してもらっていますけれども，７月だけ
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でもそれなりに皆さん行っていらっしゃるのかなという中で，８，９でまた推移を見なが

らニーズなども確認していきたいなと思っております。そういった京王アリーナとしても

地元に御協力いただいているという実態はございます。 

○会長  本来ですと，国民皆泳というのですか，日本人は全ての国民が泳げるようにす

る。それが大きな目的で学校プールというのは始まっているわけですけれども，毎年のよ

うに水難事故，水死している子どもたち，あるいは大人も含めて出ています。思い出して

みると，やはり我が子を連れていって，ああいうところで親子の触れ合いとか何かも，泳

ぎを教えるということよりも親子関係をつくっていく，そういった意味でも，やはり大き

な財産というか，力があるのではないかなどと思ったりはします。Ｃ委員，何かあります

か。 

○Ｃ委員  大変だなというところを一番に感じました。 

○会長  今調和小学校のプールのほうは，市民が使える時間帯はかなり使っていらっし

ゃいますよね。 

○Ｂ委員  夏休み期間は学校使用がないので，昼間使えます 

 ただ，やはり調和小のプールも，大分あちこち老朽化しているのだなと。特に更衣室と

かは見たら，ちょっと狭いなという気はしたのです。なので，そこは今さら大きくするの

も多分大変だなという気はするのですけれども，そういうところも新しく何かを造るとき

には考慮していただければと思いました。 

○会長  今後どのような形で進んでいくか分かりませんけれども，当然今までの使って

いらっしゃる方々の御意見というのですか，使い勝手といったものを最優先で入れていた

だく。 

 ほかはいかがですか。もう総合体育館のプールのほうも大丈夫ですね。おととしでした

か，天井の一部が落下した事故がありました。 

○事務局 プールトップライトの老朽化で，１年ちょっとですか，プールを閉めておりま

したけれども，もうしっかり工事を終えまして，無事開放していると。市民利用も戻って

きておりまして，今は結構盛況です。 

○会長  高齢化社会がどんどん進んでいくと，ランニングよりも水中ウオーキングのほ

うが膝等への負担はないのですよね。でも運動効果はかなり高いものがあるということを

言われているので，子どもたちの泳ぐことも大事なのだけれども，高齢者の運動の場とし

てもやはりプールというのは今後必要なのではないかと思います。 
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 では，ここについてはほかによろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 続いて，最後，説明があった跡地留保地の説明ですけれども，何か追加の説明はござい

ますか。 

 これについては，以前この審議会でも話合いをしました。その前としてはスーパー堤防

が多摩川にできて，200メートル以上ですか，かなりのものができて，今の市民プールだ

とか，今の市民野球場なども含めてかなりよくなるみたいな夢のような話が一時あったの

です。結局それも国のほうの施策でなくなり，この留保地ができたときに，そこに市民野

球場を持っていきましょうという話が出ました。いろいろやっていくと，今度，その上に

飛行機が飛ぶ。考えられないのだけれども，万が一野球のボールが当たったらどうするの

だというようなことで，野球場にするためには何メートルか地下を掘り下げなければいけ

ない。そのような話もあったのです。Ｃ委員はそれを覚えていらっしゃいますよね。 

○Ｃ委員  そうですね。何となく。 

○会長  最終的には防災公園，防災のときにマンホールを置いて，そこの上にテントを

張ったりトイレに使えるような施設も含めて公園化していくというような話でまとめて，

ランニングコースなどもチップをずっと埋めて，チップの上を走れるようなコースなどを

答申したような記憶があります。 

 それが少し動き出したということで，結局，２ページの1.2，活用に向けた取組の背

景・経緯・目的のところに，６行目，７行目，平成20年３月に策定し，留保地を都市公園

に位置づけ，防災・スポーツレクリエーション機能を有する公園として目指すと。そのよ

うなところで，私たちが少し審議会として関わったということですね。 

 今回ＦＣ東京さんのほうが協力というようなことで動き出すかもしれないということで

すね。 

 この一番上に書いてあった，まだ協議等が未了であることと，現時点では仮定であると

いうことで，決定ではないということはあくまでも置いておいいただきたい。これについ

て委員の方々からどのような意見を今日はお聞きすればいいですか。 

○事務局 説明の中で申し上げましたけれども，留保地，利用計画の履行というのがベー

スにあるものでして，その枠組みからそれるというのは，こちらとしてはかなり苦しいと

ころもあるのです。ただ，そうはいっても施設の配置ですとか，当時，平成20年３月に市

民参加を経てつくった計画ではありますが，これまでの間かなり時間もたっていますし，
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昨今，トレンドというか，先ほど来から異常気象の話とかもありましたし，例えば防災機

能においては，こういう機能ももう少しあったほうがいいのではないかとか，もちろん市

民意見聴取ということで，今後，市民参加手続等を経ていきますが，先ほどの資料のペー

ジでいくと，９ページ，10ページの赤の部分について素朴な御意見，疑問等があったらい

いのかなと担当者としては思っているところです。 

○会長  では，９ページ，10ページ，あともう一つ，11ページも青く配置イメージとい

うのがあるのですけれども，私たちの記憶でも，この赤いところをどのような公園にして

いくかみたいな，先ほど言いました，災害のときにはそこにトイレなども含めて配置すべ

きだというようなことがあったと思います。 

 10ページの，そこの説明の南側エリア，広く地域住民が利用できる運動施設，それから

西町公園との一体的な運用，それから下の方に留保地内の他のエリアよりも多くの樹木等

を配置し，緑化を推進する自然豊かなエリア，このようなことを話し合ったような記憶が

少しずつよみがえってきているところです。 

 この11ページの配置イメージ（案）というのは，何に基づいての図なのですか。 

○事務局  これはＦＣ東京からの提案に基づいた配置案です。 

○会長  というのは，前のページ，例えば10ページですと，上のほうに天然芝フィール

ド，どっちかというとＦＣさんが主に使われるのだろうと予測できるようなエリアですよ

ね。下のほうは人工芝フィールドとか，テニスコートとか，割と市民中心というか，市民

を主体とするようなエリアと読み取って，11ページは一体になっているので，この10ペー

ジのような施設を造った上に非常時は11ページのような使い方を想定しましょうというよ

うに読み取っていい。 

○事務局  おっしゃるとおりです。 

○スポーツ振興課長  補足ですけれども，10ページの下の部分が明確にある程度，案と

して決まった後でないと，災害対応時の配置についても記載ができないということで，現

時点，基本的な考え方においては，このような記載になっているということです。 

○会長  ということだそうですけれども，それを含めて９，10，11ページなどを見なが

ら，何か要望とか質問とかはございますか。Ａ委員，どうぞ。 

○Ａ委員  素朴な質問なのですけれども，ＦＣ東京の練習場の部分なのですが，これは

今の小平からここに引っ越してくるというイメージですか。今，小平で練習されています

よね。それがこちらに引っ越してくる。 
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○事務局  おっしゃるとおりです。 

○Ａ委員  ありがとうございます。 

○事務局  補足でありますけれども，今回，資料としておつけしてはいないのですが，

市のホームページにおいてＦＣ東京からの提案ということで，いただいた資料についても

併せてホームページで公表しておりますし，ＦＣ東京のホームページにおいても，市の考

え方について，ＦＣ東京の提案概要と併せて相互に公表しているものになります。 

○Ａ委員  分かりました。 

○事務局  これはまだ財務省と協議中だったりして，確定ベースではないのですけれど

も，細かい配置云々というのもありますが，強固なパートナーシップを育んできたＦＣ東

京の練習拠点が例えばここに来るという中では，市として「する」「みる」「ささえる」

という観点でスポーツを推進していこうということで推進計画をつくり，皆さんと一緒に，

スポーツ資源を活用したにぎわいの創出だとか交流の促進というのを基本目標の１つとし

て掲げているという中では，この審議会の皆さんからも大きな視点で，この施設のパーツ

がどうというよりもスポーツの視点で，こちらをいかに調布の魅力向上ですとか市民に還

元できるようにするにはどうしたらいいか。そういった御意見を，この段階ではまだ確定

ベースではないので，ちょっと難しいかもしれないのですが，今後，審議会で情報提供を

させていただく中で，そういったいろんなお知恵をいただきながら，今はハードですけれ

ども，今後ソフトに転換していくとか，そういう局面で我々もたくさん参考にさせていた

だければというような思いでございます。 

○スポーツ振興課長  本件については，引き続き委員の皆様に丁寧な情報提供に努めて

いきたいと思っておりますので，ぜひ忌憚のない御意見を頂戴できればと。 

○会長  ありがとうございます。本当に今のような暑さを考えると，いかに憩いの場と

いうか，体が休まるような場が欲しいですよね。座って日陰で。そういう場所も，ただ機

能面だけを追いかけてしまうと，暑いだけの空間になってしまう可能性も出てきますもの

ね。 

 何か。いかがですか。 

○Ｂ委員  ＦＣ東京とパートナーシップは，もう10年ぐらいたっているのですか。いい

とは思うのです。プロチームがあって，ただ，今後ＦＣ東京がずっと活発に動いて，Ｊ１

に残ってくれている分にはいいとは思うのですけれども，あそこは浮き沈みがあるので，

そこはしっかりと支えなければいけないと。逆に市民が支えて，それだけの財政も支出さ
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れると思うので，逆に言うと，この後予定されている部活の地域移行などの話とよく絡め

てもらって，こういう拠点があるのだから，ここに来るのか，ＦＣ東京の方が調布市の中

学校の各学校に行って指導するとか何かそういうことも絡めてやってもらえれば，それは

それで還元できるのかなとちょっと思いました。 

○会長  ありがとうございます。ほかにも何かアイデアがあれば。いかがですか。 

○事務局  Ｂ委員がおっしゃるように，市としてはＦＣ東京と包括連携協定だけではな

くて，これまでの関係性を踏まえて，この施設自体についても市民とプロが共に使えるよ

うな空間ですとか，あとはおっしゃっているように市民とのイベントを連動して，夢のあ

るものを視野に入れて今後何か展開できたらいいのかなと思いますので，本事業について

は，そういった御意見を踏まえて取り組んでまいりたいと思います。 

○Ｂ委員  天然芝というのが多分いいグラウンドだと思うのですけれども，できたとき

には，やはり荒れたりするので，多分一般の人はほとんど使えないような気がするのです。

その辺はどのように利用する，多分なかなか難しいのだなと思います。 

○会長  トッププロの練習が常に見られるような，自由にここへ行けば目に触れるとい

うような，それは大きいですよね。昔のジャイアンツの多摩川球場みたいなグラウンド。

今のベイスターズだって，朝早く球場を開けて，その中に子どもたちが入れたりしていま

すから。 

 ほか，よろしいですか。 

 では，引き続き情報提供をいただきながら，また進めていくということで，大丈夫です

ね。 

 続きまして，後半の分に入りますけれども，４番，５番，部活動地域連携・地域移行，

それからデフリンピックに向けた取組。では，事務局，御説明よろしいですか。 

○事務局  私から(4)の部活動地域連携・地域移行，今，文科省のほうで地域展開とい

うように言い換えていますけれども，こちらについて検討状況の御報告をさせていただき

ます。 

 調布市においては，調布市立中学校部活動地域連携・地域移行に係る検討委員会という

合議体をつくりまして，そこには教育委員会，市長部局のスポーツ部門，文化部門，スポ

ーツ協会，調和ＳＨＣ倶楽部，総合型スポーツクラブですとか様々な団体に入っていただ

いて，またその中にも当然学校のほうにも入っていただいて，市教育委員会として進んで

いく方向性について議論をしているという状況でございます。 
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 その中で，金曜日に第５回の検討委員会を開催しまして，市としてのある程度の中間報

告みたいなことさせていただきました。資料がたくさんあるので，例えば，おめくりいた

だいて，スライド４ですと，６年度にどういうことをやってきたか，あとはそれ以降も，

６年度には市として，地域連携・地域移行に関する推進計画を策定しましたので，その概

要についてというものを記載させていただいております。ここは少し細かくなってしまう

ので，割愛しながら行かせていただきます。 

 まず，スライド13，令和７年度の検討体制とこれまでの議論の大枠ということで，今，

私が御説明した検討委員会という組織と，その下に検討部会，ワーキンググループなどと

いう作業部会もつくりまして，論点が多岐にわたりますので，今年度も７回，８回ぐらい

会議を重ねてきているという状況でございます。 

 そうした中で，まためくっていただいて，スライド18，調布市が目指す部活動改革の考

え方というページをお開きください。部活動については，全国的な傾向で言えば少子化傾

向で，部活動単体では成り立たないという状況も，特に地方を中心に生まれてきていると。 

 また，調布市において，ほかの地域もそうですが，生徒の多様な活動ニーズということ

で，例えば都市部だと，いろいろな部活動以外の放課後の活動の選択肢があったり，また，

アンケート調査などでも見てとれるのですが，子どものニーズとして，競技志向の子ども

たちだけではなくて，いわゆるゆる部活というのですか，友達と楽しむみたいなニーズも

増えてきているという中で，調布市，まずは調布市教育委員会ですけれども，部活動改革

の必要があるという中で，推進計画で目指す将来像というものを設定しました。地域の子

どもたちは，学校を含めた地域で育てるという意識の下で，調布の地域資源を活用した持

続可能な地域クラブを整備すると。そういった中で，生徒が生涯にわたって地域の中で主

体的に活動できるようにする，まちづくりを進めていくというのがこのビジョンです。そ

れに対して，地域連携・地域移行の手法を考えて前に進めていくといったところで，今取

組を進めています。 

 フェーズが１から３までございまして，今フェーズの１で，短期ビジョンでございます

けれども，モデル校を軸に具体的な試行とか改善サイクルを行いながら，このフェーズ２

の制度設計で，実際の部活動の地域移行の本格化といったところを目指して今準備をして

いるという状況でございます。 

 おめくりいただきまして，スライドの20，調布モデルの方向性と今後の検討課題，調布

モデルという言葉ですが，調布の特殊なことを考えるというよりかは，部活動の地域移行
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自体，地域に沿ったような，地域の実情に合わせたやり方を地域で考えろというようなス

ポーツ庁からの指針がある中で，調布市としては，こういった方向性があるのではないか

というようにまとめたものがここ以降のページでございます。 

 スライド20にありますとおり，フェーズ１，今の時点では平日も休日も部活動を学校で

やっているという状況ですけれども，フェーズ２以降で，まずは休日の部活動について地

域のほうを中心に，学校から切り離すというか，地域展開するような形を想定しておりま

す。 

 そのイメージですけれども，21スライドにございますとおり，市においては，一旦のイ

メージとして，まずは休日を対象に，学校ごと，部活動ごとに現状の部活動の構成に近い

形で地域クラブを立ち上げていくイメージをしております。これは生徒アンケートを取っ

た際に，子どもたちが部活動をなぜやるかという中で，自分たちの学校の友達と一緒に活

動する，それが楽しいというような今のところのニーズもある中では，学校によっては拠

点校方式みたいなものを取っているところもあるのですけれども，調布市においては，す

ぐさま子どもの人数が減っていくという状況にない中で，生徒たちの活動の形をドラステ

ィックに変えるというよりかは，まずは現状を維持しながら対応していくというようなイ

メージをしております。 

 22のスライドのところにございますように，調布モデルのスキームということで，推進

計画にも位置づけているのですけれども，統括団体ということで，調布市のスポーツ協会

を運営事務局とするような体制を今のところ検討しております。その運営事務局が先ほど

申し上げた地域クラブを統括していくと。 

 このスキームの中で，地域資源をいかに織り交ぜていくか。先ほどＢ委員もありました

ように，例えばＦＣ東京がどのような形で関与していくのかというところは，現在模索中，

研究中でございます。 

 すみません，おめくりいただきまして，スライド23を御覧ください。スポーツ協会が統

括団体としていくという中で，どういった機能が考えられるのかというところを整理した

のがこの図です。 

 地域クラブの運営に当たっては，いろいろな実務があります。教えるだけではなくて，

例えば指導者を確保してきます，指導者へ研修します，指導者に対して謝金をお支払いし

ます，参加してくれる生徒にいろいろな御案内をする，もしくは例えば参加費を支払って

もらうなど，いろいろな実務がある中で，そういった実務を統括団体であるスポーツ協会
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が事務局として一括で担うというようなスキームを今のところ想定しております。 

 スライド24については，文化系団体のスキームということで，こちらはスポーツ系の内

容を研究しながら，この統括団体の役割も果たして必要かというところも含めて，今後検

討していくという状況でございます。 

 05のスライドの25以降，令和７年度のトライアル事業ということで，スライド26にあり

ますとおり，今申し上げた調布モデルについては，今後様々な実証をしていき，それが学

校にフィットするのかとか，地域にフィットするのかというところを検証していかなけれ

ばならないという中で，実際に地域クラブの運営をしていく，テストしていくということ

を考えております。 

 おめくりいただきまして，27ページには，では，どういった視点で実証していくのかと

いうところで，かなり多岐にわたるのですけれども，10個ほど実証のテーマを掲げており

ます。 

 例えば①では，スポーツ協会を運営主体とした地域クラブの運営モデルの検証ですとか，

あとは⑩では，教員が兼職・兼業で地域クラブの指導者として関わるというケースも全国

的にもございますので，教育委員会もそういったケースを想定していますので，実際にそ

ういったことをやった中で，何が実態として課題なのかとか，そういったことを洗い出し

ていく必要があると考えております。 

 スライド28には，今年度実施するトライアル事業の実証テーマと実施の大枠について書

いています。ここも多岐にわたっておりまして，まだ調整中の部分もたくさんあるのです

けれども，その中で１つ御紹介しますと，29のスライドにありますように，今年度はモデ

ル校を設定して，そのモデル校において休日部活動のトライアル実施をしたいと考えてい

ます。 

 モデル実証の期間は12月から２月までの３か月間というような設定をしまして，その３

か月間の中で，調布中学校の休日の部活動，本当なら全部やりたいのですけれども，今顧

問のヒアリングなどをしている中で，可能な部活動については，教員が教員として教える

のではなくて，例えば教員が兼職・兼業で，その３か月は土日のクラブは指導するとか，

あとは例えば地域人材が教えるとか，そういった事例を今年度つくっていきたいと思って

います。 

 ステージが１から４まで，資料にもございまして，今ちょうど顧問のヒアリングを終え

た中で，今後，保護者説明会なども実施しながら，実際のトライアルをしていきたいと考
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えております。 

 それ以降は，またトライアルの内容も御紹介していますけれども，時間の都合上，説明

は割愛させていただきながら，スライド31を御覧ください。 

 スライド31から33については，トライアル事業の中で，どういったスキームで何を検証

するのかというところの御紹介です。全てのトライアル事業でこれをやるわけではないの

ですけれども，その一部について，ここにあるスキームを活用した検証をしたいと思って

います。 

 代表的なものとして，ステージ１にございますとおり，調布市の地域クラブ活動，部活

動地域移行に関する情報をまとめたポータルサイトというのを立ち上げまして，国の方針

とか市の方針を掲載しながら，そこで例えば先ほど申し上げた保護者説明会とかトライア

ル事業の申込みなどというのをポータルサイトを経由してやってもらうということで，地

域の理解を促進していきたいと思っています。 

 ステージ３では，ちょっと細かいですけれども，地域クラブ運営の中では，例えば子ど

もたちの出欠管理などというのをアプリ運用などもしながら実施していくということも，

今検討しているという状況でございます。 

 今のところの市としての中間報告のようなものですので，今後このトライアル事業を実

施しながら，どういった方向で実際いくのかいうところは，検証していきたいと考えてお

ります。 

 長くなりましたけれども，部活動についての説明は以上です。 

○会長  では続けてお願いします。 

○事務局  続きまして，私からは，デフリンピックに向けた取組についてということで，

取組の状況を御報告させていただきます。 

 左上ホチキス留めの資料となります。お時間が差し迫ってきましたので，この中で特に

スポーツ振興課で対応しているものを説明させていただきます。 

 デフリンピックに向けた取組については，１つの部署だけで行っているわけではなく，

スポーツ振興課，あとは障害福祉課，指導室，複数の部署で連携して行っているという状

況でございます。 

 まず，デフリンピックなのですけれども，私自身が４月に異動してまいりまして，デフ

リンピックって何だろうと，あまり耳にしてこなくて，オリンピックやパラリンピックは

耳にしたり目にしたりという機会が多かったのですが，デフリンピックをあまり聞いたこ
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とがないという方が私以外も多かったのではないかと思っています。ですので，簡単に説

明させていただきます。 

 国際ろう者スポーツ委員会が主催して，夏季と冬季それぞれ４年ごとに開催されるデフ

アスリートを対象とした国際大会でございます。そして，歴史的にはパラリンピックより

長く，今回の大会が100周年となる記念の大会で，しかも日本で開催するのは今回初めて

ということでございます。 

 さらには，デフリンピックのバドミントン競技が調布市内にございます京王アリーナＴ

ＯＫＹＯで開催されるということで，調布市はデフバドミントンを市民みんなで応援した

いと取組を強化しているところです。 

 デフリンピック全体の大会期間は，11月15日が開会式，26日が閉会式ということになっ

ておりまして，その中日の11月16日から25日がデフバドミントンの競技日程となっており

ます。 

 そして，こちらにあります１番目の，東京2025デフリンピック特別授業「調布市デフプ

ログラム」，これは通称，デフプロと呼んでおりまして，小・中学校を対象にデフアスリ

ートに親しみを持って，聴覚障害への理解を深める特別授業を実施しております。これは

いきなりデフリンピックをぼんと見るということではなく，順序立ててこういった授業を

通して関心を示していただく中で，デフリンピックを迎えていただいたほうがより障害理

解につながるであろうということで設けているプログラムでして，市内小・中学校28校ご

ざいまして，そちらと調整をさせていただいて，実際のところ半分以上の17校の学校と調

整をして進めているところでございます。 

 デフプロは４種類あるのですが，この内容のところに４つ書いてありまして，その中に

応援アスリート・プログラムというのがございますが，これがこの後資料としても説明さ

せていただきます調布市応援アスリートに選定されておりますデフゴルフの袖山哲郎選手

にお願いをして，プログラムをしていただいているという状況でございます。 

 冒頭で説明しましたように，バドミントン競技を調布市内で開催しますので，デフバド

ミントンのプログラムも入れているという状況でございます。 

 おめくりいただきまして，２番目，応援企画として，「エールの花束プロジェクト」と

いうのを今やっている最中でございます。これは市民の皆様から応援の気持ちを，お花を

書いていただくことで，みんなのお花を集めて，デザインデータ化して，応援グッズとし

て作っていきますよというものなのですが，実際に市が主催するイベントなどでワークシ
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ョップ的にブースを設けさせていただいて，こういった取組をしてきたのですが，私自身

の体感としても６月のイベントでは，デフリンピックって何それ，初めて聞いた，でもお

花を書いているから楽しそうだからちょっとやってみようなどという方が多くて，書きな

がら，こういうのがあるのですよ，デフリンピックというのはなどというような説明をし

ていたのですけれども，７月，８月と進む中で，デフリンピックって知っている？ とい

うと，知っている，学校で聞いたとかというように，どんどん浸透してきているというの

を体感している状況でございます。 

 ですので，デフリンピックの取組がどんどん進んでいって，障害理解にさらに進んでい

くというような流れを取っていければと思っております。 

 ３番目，市民観戦ツアーなのですが，こちらに関しては，実はデフリンピックの前回大

会がちょうどコロナ禍というのもありまして，本当に会場にお客さんが少ない，寂しい大

会だったというのを聞いておりまして，京王アリーナＴＯＫＹＯで行われるバドミントン

に関しては，会場いっぱいにお客さんが応援に来てくれたらなと思っております。 

 調布市のほうでも市報等に掲載させていただいて，みんなで応援しましょうというよう

なツアーを今企画している最中でございます。いきなり会場に行って応援するといっても，

普通のバドミントンと何が違うのだろうみたいな，きょとんとしてしまうかなというのも

ありますので，会場に行く前に基礎知識が分かるような，ちょっとしたレクチャーの時間

を設けさせていただいて，例えばダブルスだったら耳が聞こえないと意思疎通もできない

から大変なのだなとか，そういう違いがあるのだなみたいな基礎情報を入れていただいた

上で，みんなで応援をするという企画を今考えているところでございます。 

 この１，２，３番までがスポーツ振興課の取組でして，４番目以降が障害福祉課の取組

となっております。 

 そして，一番最後の14番なのですが，こちらは指導室のほうで，教員向けの研修会を開

いたというような内容になっております。これ以外でも東京都のほうで，学校の団体観戦

の調整をしてくださっておりまして，平日は調布市内のみならず，各学校のほうからの観

戦が団体でいらっしゃるかなと思っておりますので，スポーツ振興課のほうで行う団体観

戦については，学校さんがいらっしゃることができない休日に対応を考えております。 

 これはデフリンピックの運営本部のほうでも具体的な周知がなかなか進んでいかないと

私自身も思っているのですけれども，実際にエントリーする国がぎりぎりまで決まらずに，

対戦のプログラムが組めなかったり，そういった事情があるようでして，市のほうでも情
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報が入り次第，市民の皆様に具体的な広報ができるように努めていきたいと思っていると

ころでございます。 

 デフリンピックの御案内は以上となります。 

○会長  ありがとうございました。部活動の地域連携について御質問とか御意見ござい

ますか。特にＤ委員のほうは，文科系が主に関わるかと思うのですけれども，いかがです

か。 

○Ｄ委員  私も前任のところも地域移行ということでやってきていまして，調布市がい

いなというところは，今現存の部活動を残しながら，そこに指導者をという形で，地域ク

ラブとしてやっていくというところです。今やっている部活動というもののいい点を残し

ていけるような形で考えているということで聞いていますので，そこはいいなと思ってお

ります。 

○会長  ありがとうございます。Ａ委員のほうへ地域の方々から保護者の方とか，地域

展開，部活動が学校から出ていく，そんなことを何か耳にするようなことはございますか。 

○Ａ委員  特にそういうことはないのですが，昨日，市民スポーツ大会の小・中学生の

部が行われまして，私が卓球連盟の理事になったときには約200人近い，だから，卓球部

に入っている子は市民スポーツ，昔の市民祭に出るのが当たり前という状況で，本当に会

場がいっぱいの状況だったのです。コロナの影響もあってどんどん，部活に入っているか

ら市民祭に出るのが当たり前という感覚がなくなってしまって，昨日も小・中学生合わせ

て90人弱。本当に一番多いときは中２男子だけで50人，60人いる大会だったのですが，昨

日は中学校の顧問の先生も来てくださって，生徒さんもたくさん送り込んでくださったの

ですが，部活の状況が私たち連盟ではちゃんと把握ができないので，蓋を開けてみないと

どれぐらい小・中学生が参加してくださるかが分からない。 

 だから，これから部活の状況が変わっていくと，そういう大会の在り方も変わっていく

のかなという不安というか，どう運営していったらいいのかというような危惧はございま

す。 

○会長  分かりました。ありがとうございます。Ｂ委員は何か，地域の方からも含めて。 

○Ｂ委員  我々は総合型のスポーツクラブでやっていて，競技によっては，中学生は一

旦お断りする部分もあるのですが，逆に中学生いいですよというサークルもあって，最近

はちょこちょこ中学生が入ってくる状況は見ています。特にバドミントン……時期的なこ

ともあると思うのです。中学１年生は部活に行ってもなかなか球を打たせてくれないとい
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うので，うちのクラブに来て気持ちよく打ってもらって，１年ぐらいすると，同級生とや

りたいと戻っては行くのですが，そういう足がかり的なところでは，受け皿としてはいい

のかなと思っています。 

 これからどのように変わっていくかはちょっとまだ分からない状況です。 

 以上です。 

○会長  Ｃ委員は何か部活動地域連携とかということも含めて，いかがですか。 

○Ｃ委員  ちょっと話は違うかもしれないのですけれども，東京都障害者スポーツ大会

というのを毎年やっていて，前は水曜日とか平日にやっていたのです。そこだと学校の先

生が生徒を連れてきて参加していた。土曜日に開催を変えたときに，やはり先生が来られ

ないということで，がくっと人数が少なくなってしまったというのが現象的にあった。 

 今は結局，知的障害の子であれば，クラブで集まってきているというところがあるので，

ちょっとそこにも似てきているのかなと。地域の指導をする人がどれだけ一生懸命やるか

によって，こういった部分は変わってくるのかなと思うのです。やはり学校だと先生の意

思――すみません，先生のいる前であれなのですけれども，ゴールボールでも，ある学校

が一生懸命な先生がいたときにはすごく人数が集まって，ばあっと行ったのですが，結局

その先生が異動して，次の先生が来たときにだんだんと調整していったというところがあ

るのです。こういった部活の地域移行というのも，やはり人なのだなというのがあるので，

市として指導する方にどれだけ，変な意味ではないのですけれども，おいしいものが，こ

ういうものがありますよという形で，何か進めていけたらいいのかなとちょっと思います。 

○会長  ありがとうございます。自分もずっと部活動は関わっているのですけれども，

何で学校から出さなければいけないのという疑問がずっと基本にあります。トライアルと

いう言葉がありましたけれども，いわゆる試行ですよね。その間の子どもたちはどうする

と思います。完全にこういう受け皿ができましたと，みんなが合意したところへ，では来

年からこっちだよと言えば，子どもたちに実害がないのだが，ごめん，君たちは試す人の

期間に入ってしまったね，うまくいかなかったらまた戻るかもしれないけれども，悪かっ

たねで，それは子どもに対して，とても失礼な大人の態度だろうと私は思っています。 

 だから，地域の方々が学校に入ってきてもらうほうがやりやすい。兼職・兼業と簡単に

言葉も言いますけれども，コーチとして，指導者として地域に出ていったときに，同じよ

うに部活動で指導していて，けがをした場合，誰が補償するのというのはないわけですね。

自分が一指導者として保険をかけていないと誰も守ってくれない。これは子どもも同じな
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のですが，今の学校部活動であれば，日本スポーツ振興センターからの医療費が出たりす

るのだけれども，その辺のところもきちんと周知ができているのかどうか，皆さん御存じ

の上でやっているならいいなと思っています。 

 個人的な意見を出してしまいました。すみませんけれども，本当にうまくいくのかと，

ある面では心配もしているところです。先ほどあったみたいに，スポーツとか文化から離

れていく子どもたちが増えてしまうのではないかというような危惧を持っているところに

なります。 

 では，デフリンピックのところだけ，時間が迫ってきましたけれども，何か意見，御質

問がある方はいらっしゃいますか。 

 これは市立の小・中学校がたくさんあるけれども，今回はオリンピックみたいに小中学

生の観戦はないわけですか。 

○事務局  あります。今，団体で観戦するというのは東京都さんのほうで調整中です。 

○会長  せっかく地元でこれだけの大きな世界的な大会，100周年という記念の大会で

すから，盛り上がってくれるといいですよね。 

 では，８時という時間を過ぎてしまっているのですが，全てのこと，最初の３つのこと，

それから後半の２つのことも含めて，何か言い忘れたこととかありますでしょうか。 

 事務局からも何か補足がありましたら入れてください。よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 重たい議題が５つもあったので，ごめんなさい，うまく深めることができなかったよう

な反省をしているのですけれども，ぜひまた資料をお持ち帰りいただいて，ちょっと時間

があるときに見ていただいて，また何かありましたら推進課のほうにお問合せをするとか，

次回のときに出していただければと思います。 

 事務局，こんなところで，よろしいですか。 

○スポーツ振興課長  はい。 

○会長  では，最後のその他の資料がありましたので，それについて事務局から，応援

アスリート，そのほか委員改選等について，よろしくお願いいたします。 

○事務局  今，会長からお話がありましたように，資料をお持ち帰りいただいて，お目

通しいただければと思うのですが，その資料の中で，調布市応援アスリート追加認定者，

新たに２名追加しておりますという件と，あとは，東京都の教育委員会が発行しておりま

す「とうきょうの地域教育」というものの冊子をお配りさせていただいております。これ
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は発行がちょっと古いものなので，この後のプログラムがなどという最後のページがもう

済んでしまっているものになるのですが，内容としては参考になるものかなと思いますの

で，お時間がございますときにお目通しいただければと思います。 

○事務局  私から委員の改選の御案内をさせていただきます。委員の皆様の任期につい

ては，２年間ということで，この９月30日までということになっております。事務局とし

ては，それぞれ御推薦いただいている団体等がございます。また，有識者として個人でと

いうところもございますけれども，次の任期について，またこちらから速やかに御連絡さ

せていただきますので，御対応をお願いします。 

 以上です。 

○事務局  あわせて，次回の審議会なのですが，今年度下半期に第２回目を予定してお

りますので，日程等，詳細はまた別途，御連絡をさせていただきますので，どうぞよろし

くお願いいたします。 

○会長  ありがとうございました。では，また第２回にお会いできますように，よろし

くお願いいたします。では，よろしいですか。10分ほど延びてしまいました。 

 いつもまとめをいただいている岡田副会長が今日はいません。ちょうど私の横にＣ委員

が座っておりますので，まとめの御挨拶を。 

○会長  一言お願いします。御自由に。 

○Ｃ委員  御自由にということなので，この間，甲子園があって，県立岐阜商業の生徒

さん１人が，要は指が生まれつきないという形で活躍しましたということで，結構スポッ

トを当てられたというのがあって，過去にも足の切断の子が１人，スポットが当てられた

ということをちょっと思い出したのです。彼の場合は，関節が残っているので，対応しや

すい。要は膝があるかないかによっても全然動きが違うというところがあるので，でも，

そういった意味でも注目されたというのがあるのですけれども，ただ，やはり昔になると，

大変だったのにこんなところまでという，お涙頂戴という傾向があったのですが，今回の

大会はそういったところがなくて，１人のアスリートとして取り扱ってくれていたという

のがすごくいい傾向というか，何かよかったなと思っています。 

 ただ，彼らたちは見える障害なのですけれども，今回のデフリンピックもあるのですが，

結局，見えない障害，見た目で分からない障害がある。そこもまた変な意味ではないです

けれども，注目していただくというか，注目するのがいいのかどうか分からないのですが，

そういう方たちがいるというところもちょっとあってもいいかなと思っています。 
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 デフリンピックなのですけれども，我々も障害者スポーツを専門にやっていて，これま

でデフリンピックはあまり我々自身も力を入れていないというか，そういうわけではない

のですが，やはり周知が足りなかったというところがあったので，今回これを機に，うち

のスポーツ協会もデフリンピックで増えるという形では言っているので，ぜひ会場に皆さ

んも行っていただいて，会場がいっぱいになるのとならないのというのは，選手のモチベ

ーションが全然違うと思いますので，ぜひ行っていただければと思います。 

 あと最後に，うちのスポーツセンターで９月７日にスポーツ祭というのをやるので，後

でチラシをお配りしたいと思います。よかったらぜひお願いいたします。 

 以上です。 

○会長  ありがとうございました。いつもの岡田委員とはまた違った視点で御挨拶をい

ただきました。 

 以上で今日の会議を終わりにしたいと思います。遅くなりました。申し訳ありません。

ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


